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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（Ａ）ガラス繊維に第１樹脂が含浸されたプリプレグを準備する段階；
　（Ｂ）前記プリプレグの一面または両面に前記プリプレグと同じ大きさの中空部を持つ
第２樹脂、及び前記プリプレグと前記第２樹脂をカバーする大きさを持つ銅箔層を順に配
置する段階；及び
　（Ｃ）前記プリプレグ、第２樹脂、及び前記銅箔層を加圧して積層する段階；
　を含むことを特徴とする、銅張積層板の製造方法。
【請求項２】
　前記プリプレグには有機フィラーまたは無機フィラーが含浸されていることを特徴とす
る、請求項１に記載の銅張積層板の製造方法。
【請求項３】
　前記第１樹脂及び前記第２樹脂はエポキシ樹脂、ポリ樹脂、またはビスマレイミド樹脂
であることを特徴とする、請求項１に記載の銅張積層板の製造方法。
【請求項４】
　前記プレプレグのビア形成領域はガラス繊維を含まない第３樹脂で形成されたことを特
徴とする、請求項１に記載の銅張積層板の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は銅張積層板及びその製造方法に係り、より詳しくはガラス繊維による異物発生
を最小化することができる銅張積層板及びその製造方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　通常の銅張積層板（ｃｏｐｐｅｒ　ｃｌａｄ　ｌａｍｉｎａｔｅ）は、半導体パッケー
ジあるいはプリント基板の原資材として使用されるもので、ポリイミド（ｐｌｏｙｉｍｉ
ｄｅ）またはＦＲ４（耐熱性ガラス織布エポキシ樹脂基板）などの絶縁材の一面または両
面に銅箔を付けたものである。
【０００３】
　図１は従来技術による両面銅張積層板の断面図を示している。
【０００４】
　図１に示すように、従来技術による両面銅張積層板１０は、ガラス纎維１４に樹脂１２
が含浸されたプリプレグ１６の両面に銅箔層１８ａ、１８ｂが付着された構造を持つ。
【０００５】
　ここで、銅張積層板の基本材料である樹脂１２は、電気的な特性にはすぐれるが、機械
的強度が十分でなくて、温度による寸法変化が金属の１０倍程度大きいという欠点があり
、プリント基板の基本特性である電気絶縁性、機械的強度、剛性、及び寸法安全性を保持
するための素材で、５～９μｍ直径の短繊維でなった纎維束を製織して作られたガラス纎
維１４が補強基材として使用される。
【０００６】
　一方、図２は従来技術による両面銅張積層板の製造方法を説明するための斜視図を示し
ている。
【０００７】
　図２に示すように、従来技術による両面銅張積層板１０は、ガラス纎維１４に樹脂１２
が含浸されたプリプレグ１６を一枚以上準備した後、両面に銅箔層１８ａ、１８ｂを配置
した状態で加圧積層することで製造される。
【０００８】
　しかし、従来技術による両面銅張積層板１０は、側面部に露出したガラス纎維１４が壊
れて異物が発生することになり、ガラス纎維１４が離れた部位に他の異物が付着すること
になって持続的な不良をもたらす問題点があった。特に、両面銅張積層板１０の銅箔層１
８ａ、１８ｂにさらに積層される絶縁層との接着力向上のための表面粗さを形成するデス
ミア（ｄｅｓｍｅａｒ）工程で側面に露出したガラス纎維１４が離れて異物が発生する問
題点があった。
【０００９】
　さらに、最近プリント基板の小型化及び高集積化の趨勢にしたがって、異物がプリント
基板及びこれを含むパッケージ基板全体の信頼性及び収率に大きな影響を及ぼすことにな
っているので、プリント基板製造の原資材として、異物の発生を最小化することができる
銅張積層板の構造及び製造方法が要求されている実情である。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　本発明は前記のような従来技術の問題点を解決するためになされたもので、本発明の目
的は、ガラス繊維の側面露出による異物発生を最小化することができる銅張積層板及びそ
の製造方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　前記目的を達成するために、本発明の好適な実施例による銅張積層板は、ガラス繊維に
第１樹脂が含浸されたプリプレグ；前記プレプレグの両側面に形成された第２樹脂；及び
前記プリプレグ及び前記第２樹脂の一面または両面に形成された銅箔層；を含む。
【００１２】
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　前記プリプレグには有機フィラーまたは無機フィラーが含浸されていてもよい。
【００１３】
　前記第１樹脂及び前記第２樹脂はエポキシ樹脂、ポリ樹脂、またはビスマレイミド樹脂
であってもよい。
【００１４】
　前記プレプレグのビア形成領域はガラス繊維を含まない第３樹脂で形成されてもよい。
【００１５】
　また、前記目的を達成するために、本発明の他の実施例による銅張積層板の製造方法は
、（Ａ）ガラス繊維に第１樹脂が含浸されたプリプレグを準備する段階；（Ｂ）前記プリ
プレグの一面または両面に前記プリプレグと同じ大きさの中空部を持つ第２樹脂、及び前
記プリプレグと前記第２樹脂をカバーする大きさを持つ銅箔層を順に配置する段階；及び
（Ｃ）前記プリプレグ、第２樹脂、及び前記銅箔層を加圧して積層する段階；を含む。
【００１６】
　前記プリプレグには有機フィラーまたは無機フィラーが含浸されていてもよい。
【００１７】
　前記第１樹脂及び前記第２樹脂はエポキシ樹脂、ポリ樹脂、またはビスマレイミド樹脂
であってもよい。
【００１８】
　前記プレプレグのビア形成領域はガラス繊維を含まない第３樹脂で形成されてもよい。
【発明の効果】
【００１９】
　以上のように、本発明によれば、銅張積層板の両側面部がガラス繊維を含まない第２樹
脂で構成されるので、ガラス繊維の露出による異物発生を最小化することができる銅張積
層板及びその製造方法を提供することになる。
【００２０】
　また、本発明によれば、プリプレグのビア形成領域がガラス繊維を含まない第３樹脂で
構成されるので、ビアホールの加工の際に、ガラス繊維の露出による異物発生を最小化す
ることができる銅張積層板及びその製造方法を提供することになる。
【００２１】
　また、本発明によれば、側面部及びビア形成領域にそれぞれ第２樹脂及び第３樹脂で構
成された両面銅張積層板及を製造することができる簡単な製造方法を提供することになる
。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】従来技術による両面銅張積層板の断面図である。
【図２】従来技術による両面銅張積層板の製造方法を説明する斜視図である。
【図３】本発明の好適な実施例による銅張積層板の断面図である。
【図４】図３に示す銅張積層板の変形例を示す断面図である。
【図５】本発明の好適な実施例による銅張積層板の製造方法を説明する斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　本発明の目的、特定の利点及び新規の特徴は添付図面を参照する以下の詳細な説明及び
好適な実施例から一層明らかに理解可能であろう。本明細書において、“第１”、“第２
”などの用語は特定の量、順序または重要度を示すものではなく、構成要素を互いに区別
するために使用したものである。各図面の構成要素に参照番号を付け加えるにあたり、同
じ構成要素がたとえ他の図面に図示されていても、できるだけ同じ符号を付けることにす
る。また、本発明の説明において、関連の公知技術についての具体的な説明が本発明の要
旨を不要にあいまいにすることができると判断される場合はその詳細な説明を省略する。
【００２４】
　以下、添付図面に基づいて、本発明の好適な実施例を詳細に説明する。
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【００２５】
　図３は本発明の好適な実施例による銅張積層板の断面図である。以下、同図を参照して
、本実施例による銅張積層板１００ａについて説明する。
【００２６】
　図３に示すように、本実施例による銅張積層板１００ａは、ガラス纎維１０４に第１樹
脂１０２ａが含浸されたプリプレグ１０６の両側面部Ｂにガラス繊維を含まない第２樹脂
１０２ｂが形成され、前記プリプレグ１０６及び前記第２樹脂１０２ｂの一面または両面
に銅箔層１０８ａ、１０８ｂが形成されたことを特徴とする。
【００２７】
　ここで、第２樹脂１０２ｂはガラス繊維を含まなく、プリプレグ１０６と同じ高さに両
側面部Ｂに配置される。すなわち、ガラス繊維を含まない第２樹脂１０２ｂによって、プ
リプレグ領域Ａに含まれたガラス纎維１０４が外部に露出しないので、異物発生が最小化
される。
【００２８】
　この際、ガラス纎維１０４は、プリント基板の基本特性である電気絶縁性、機械的強度
、剛性、及び寸法安全性を保持するための素材として使用されるが、ガラス纎維１０４を
含まない第２樹脂１０２ｂはプリント基板１００ａの信頼性に影響を及ぼすことができる
ので、第２樹脂１０２ｂが形成される側面部Ｂは以後のプリント基板のダミー領域（Ｄｕ
ｍｍｙ　ｒｅｇｉｏｎ）、または切断領域（ｓｉｎｇｕｌａｔｉｏｎ　ｒｅｇｉｏｎ）で
あることが好ましい。
【００２９】
　また、第１樹脂及び前記第２樹脂銅張積層板の一般的な絶縁材が使用可能であるが、例
えば、エポキシ樹脂、ポリ樹脂、またはビスマレイミド樹脂が使用される。
【００３０】
　また、プリプレグ１０６には、ガラス纎維１０４の外に、補強材として有機フィラーま
たは無機フィラーが含まれることができる。
【００３１】
　図３には第２樹脂１０２ｂ及びプリプレグ１０６の両面に銅箔層１０８ａ、１０８ｂが
積層された両面銅張積層板１００ａが示されているが、第２樹脂１０２ｂ及びプリプレグ
１０６の一面にだけ銅箔層１０８ａ、１０８ｂが積層された構造も本発明の範疇内に含ま
れるものである。
【００３２】
　図４は図３に示す銅張積層板の変形例を示す断面図である。以下、同図を参照して本実
施例による銅張積層板１００ｂについて説明する。
【００３３】
　図４に示すように、本実施例による銅張積層板１００ｂは、図３に示す銅張積層板１０
０ａと同一の構造を持つが、プリプレグ１０６のビア形成領域Ｖはガラス繊維を含まない
第３樹脂１０２ｃで形成されたことを特徴とする。
【００３４】
　すなわち、以後の工程で機械的ドリリングまたはレーザードリリングによってビアホー
ルが加工される領域にガラス繊維を含まない第３樹脂１０２ｃで形成し、ビアホールの加
工工程でガラス纎維１０４が離脱する問題を防止することができる構造を持つ。
【００３５】
　ここで、第３樹脂１０２ｃで形成されるビア形成領域は、実際のビアホール加工領域よ
り大きく形成されることにより、ガラス纎維１０４がビアホールによって露出しない構造
を持つことが好ましい。
【００３６】
　図５は本発明の好適な実施例による銅張積層板の製造方法を説明するための斜視図であ
る。以下、同図を参照して本実施例による銅張積層板の製造方法について説明する。
【００３７】
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　図５に示すように、ガラス纎維１０４に第１樹脂１０２ａが含浸されたプリプレグ１０
６を準備し、その一面または両面に、プリプレグ１０６と同じ大きさの中空部を持つがガ
ラス繊維を含まない第２樹脂１０２ｂ、及び前記プリプレグ１０６及び前記第２樹脂１０
２ｂをカバーする大きさを持つ銅箔層１０８ａ、１０８ｂを順に配置した状態で、所定の
熱及び圧力の下で加圧することにより製造される。
【００３８】
　すなわち、従来技術による銅張積層板の製造方法をそのまま適用するが、プリプレグ１
０６より大きな第２樹脂１０２ｂの中空部を加熱した状態で加圧積層する簡単な方法で本
発明の好適な実施例による銅張積層板が製造される。
【００３９】
　一方、図５に示していないが、本発明の好適な第２実施例による銅張積層板１００ｂは
、ガラス纎維１０４に第１樹脂１０２ａが含浸され、ビア形成領域Ｖに第１中空部が形成
されたプリプレグ１０６を準備し、その一面または両面に第１中空部を除いたプリプレグ
１０６と同じ大きさの第２中空部を持つがガラス繊維を含まない第２樹脂１０２ｂ、及び
前記プリプレグ１０６及び前記第２樹脂１０２ｂをカバーする大きさを持つ銅箔層１０８
ａ、１０８ｂを順に配置した状態で、所定の熱及び圧力の下で製造される。
【００４０】
　以上、本発明を具体的な実施例に基づいて詳細に説明したが、これは本発明を具体的に
説明するためのもので、本発明による基板製造用キャリア部材及びこれを用いる基板製造
方法はこれに限定されなく、本発明の技術的思想内で当該分野の通常の知識を持った者に
よってその変形や改良が可能であろう。
【００４１】
　本発明の単純な変形ないし変更はいずれも本発明の領域に属するものであり、本発明の
具体的な保護範囲は特許請求範囲によって明らかに決まるべきである。
【産業上の利用可能性】
【００４２】
　本発明は、ガラス繊維の側面露出による異物発生を最小化する銅張積層板及びその製造
方法に適用可能である。
【符号の説明】
【００４３】
１００ａ、１００ｂ：銅張積層板、１０２ａ：第１樹脂、１０２ｂ：第２樹脂、１０２ｃ
：第３樹脂、１０４：ガラス纎維、１０６：プリプレグ、１０８ａ、１０８ｂ：銅箔層、
Ｖ：ビア形成領域。
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